
乗
降
場
所

村
内
の
既
存
バ
ス
停（
●
）付
近
と
、新
た
な
仮
想
バ
ス
停

（
●
）が
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト（
乗
降
場
所
）と
な
り
ま
す
。

村
内
で
は
ポ
イ
ン
ト
間
で
好
き
な
場
所
に
移
動
が
で
き
ま
す
。

※
�茅
野
市
と
原
村
の
相
互
乗
り
入
れ
は
で
き
ま
せ
ん
。（
諏
訪

中
央
病
院
だ
け
は
原
村
か
ら
も
目
的
地
に
で
き
ま
す
）

※
�新
た
な
仮
想
バ
ス
停（
●
）は
ア
プ
リ
上
に
の
み
表
示
さ
れ

る
も
の
で
、実
際
に
バ
ス
停
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。ポ
イ
ン
ト
付
近
で「
の
ら
ざ
あ
」を
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

ア
プ
リ
上
で
は

の
マ
ー
ク
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

乗
降
場
所
の
詳
細
は
こ
ち
ら
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「のらざあ」
AI乗合オンデマンド交通

令和5年3月31日まで
実証実験中

料　金

3km未満� ������������ 300円
3km以上5km未満��������� 500円
5km以上� ������������ 700円

[支払方法]
電話から予約の場合�������������� 現金
アプリから予約の場合�����クレジットカード・現金

[割引サービス]
高齢者（75歳以上）������������ 一律300円
年度内に65歳以上へ引き下げの予定
障がい者（介助者1名も含む）� ��� 半額（上限300円）
こども（小学生）� ��������������� 半額
こども（未就学児）� �������������� 無料

受付・運行時間

平　日
土曜日 8：30～ 17：00（最終乗車

16：30）
※日曜日、祝日は運休�
※�ただし当日予約での始発は9：30となります。
※乗車1時間前までに予約が必要です。

予約方法

■電話から

☎0266-70-0710
� ※通話料が発生します
■アプリから

Android版 IOS版

ダウンロードはこちらから
運行エリア

諏訪中央病院乗車場所

エリア間の行き来は
諏訪中央病院のみ可能

2月1日（水）～ 3月末まで
土曜日も運行します



村
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

※�

令
和
5
年
1
月
1
日
現
在
当
村
に
住
所
の
あ
る

方
で
、次
に
該
当
す
る
方

■
令
和
4
年
中
に
所
得
の
あ
っ
た
方

■
2
カ
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
た
方

■
給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所
得（
20
万
円

以
下
を
含
む
）が
あ
る
方

■
給
与
支
払
報
告
書
を
当
村
へ
提
出
し
て
い
な

い
勤
務
先
か
ら
給
与
を
受
け
た
方

■
中
途
退
職
な
ど
で
年
末
調
整
を
受
け
て
い
な

い
方

■
公
的
年
金
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
方
で
年

金
以
外
の
所
得（
20
万
円
以
下
を
含
む
）が

あ
る
方

■
給
与
・
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
に
記
載
さ

れ
て
い
な
い
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
方

■
令
和
4
年
中
の
収
入
が
全
く
な
く
、村
内
に

お
住
ま
い
の
方
の
扶
養
親
族
に
な
っ
て
い
な

い
方村

・
県
民
税
の
申
告
が
不
要
な
方

■
令
和
4
年
分
の
所
得
税
確
定
申
告
書
を
提
出

す
る
方

■
収
入
が
年
末
調
整
さ
れ
た
給
与
の
み
で
、勤

務
先
か
ら
給
与
支
払
報
告
書
が
当
村
に
提
出

さ
れ
て
い
る
方

■
収
入
が
公
的
年
金（
4
0
0
万
円
以
下
）の

み
で
、年
金
の
支
払
先
か
ら
公
的
年
金
等
支

払
報
告
書
が
当
村
に
提
出
さ
れ
て
い
る
方

■
令
和
4
年
中
の
収
入
が
全
く
な
く
、村
内
に

お
住
ま
い
の
方
の
扶
養
親
族
に
な
っ
て
い
る

方

スタート

は　い
いいえ

※このフローチャートは一般的な例ですので、ご不明な点はお問い合わせください。

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ いいえ

いいえ

いいえ

いいえいいえ

いいえいいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はいはい

確認してみましょう申告が
必要か

令和5年1月1日
に原村にお住まい
でしたか。

令和4年中に給与収
入がありましたか。

税務署または申告相談会場
で確定申告が必要です。
※2　所得控除の合計額が所得金

額の合計額を超える方で、
所得税が源泉徴収されてい
ない方は村・県民税の申告
となります。

収入は1か所からの
給与のみですか。

令和4年中に収入がありましたか。
（この収入には遺族年金・障がい年金・失業保
険等の非課税所得・生活扶助は含まれません。）

令和5年1月1日
にお住まいであっ
た市区町村に確認
してください。

申告の必要は
ありません。

申告の必要は
ありません。

「申告相談会場（原村役
場）で受付できない申告
（※1）」をしますか。
※1　青色申告の方、土地や

株式等を売却（譲渡）
した方、初めて所得税
の住宅借入金等特別控
除（住宅ローン控除）
の申告をされる方等

令和4年中の収入は公
的年金だけですか。
（個人年金は公的年金には
含みません。）

同居の親族が、年末調整や確
定申告、村・県民税申告であ
なたを扶養親族として申告し
ますか。（健康保険の扶養とは別
です。）

主な給与以外の副業
の給与、公的年金、
個人年金、太陽光の
売電、配当等の所得
（給与の場合は収入）が
20 万円を超えてい
ますか。

給与の「源泉徴収票」に記載さ
れている内容以外の各種控除
（社会保険料、扶養、ひとり親、寡婦、
障がい、医療費、生命保険料等）を
申告しますか。

公的年金の「源泉徴収
票」に記載されている
内容以外の各種控除
（社会保険料、扶養、ひと
り親、寡婦、障がい、医療費、
生命保険料等）を申告し
ますか。

年末調整は済んでい
ますか。

所得税の還付申告を
しますか。

税務署で確定申告
が必要です。

勤務先から原村へ「給与支
払報告書」が提出されてい
ますか。（勤務先の担当者に確
認してください。）

申告相談会場等で村・県民税の申告が必要です。

年間の公的年金の収入は 400万円以下ですか。
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村（
申
告
相
談
会
場
）で
受
付
す
る
申
告

■
村
・
県
民
税
申
告

■
所
得
税
の
確
定
申
告
の
う
ち
、給
与
・
年
金

な
ど
の
申
告
、白
色
申
告
者
の
申
告
、医
療

費
控
除
な
ど
の
還
付
申
告

所
得
の
申
告
は
、納
税
の
た
め
だ
け
で
な
く
、所
得

証
明
書
の
発
行
、国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
・
保
育
料
等
の
算
定
や
軽
減
判
定
、各
種
年

金
や
手
当
の
支
給
の
た
め
の
大
切
な
手
続
き
で
す
。申

告
が
必
要
な
方
は
、所
得
の
有
無
・
多
少
に
か
か
わ
ら

ず
必
ず
申
告
書
を
提
出
し
ま
し
ょ
う
。

所
得
の
申
告
は
お
早
め
に

【
村
・
県
民
税
申
告
書
に
つ
い
て
】

住
民
財
務
課�

税
務
係
　☎
7
9
―
7
9
2
3（
直
通
）

【
所
得
税
の
確
定
申
告
書
に
つ
い
て
】

諏
訪
税
務
署

　☎
5
2
―
1
3
9
0（
自
動
音
声
案
内
）

問

スタート

は　い
いいえ

※このフローチャートは一般的な例ですので、ご不明な点はお問い合わせください。

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ いいえ

いいえ

いいえ

いいえいいえ

いいえいいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はいはい

確認してみましょう申告が
必要か

令和5年1月1日
に原村にお住まい
でしたか。

令和4年中に給与収
入がありましたか。

税務署または申告相談会場
で確定申告が必要です。
※2　所得控除の合計額が所得金

額の合計額を超える方で、
所得税が源泉徴収されてい
ない方は村・県民税の申告
となります。

収入は1か所からの
給与のみですか。

令和4年中に収入がありましたか。
（この収入には遺族年金・障がい年金・失業保
険等の非課税所得・生活扶助は含まれません。）

令和5年1月1日
にお住まいであっ
た市区町村に確認
してください。

申告の必要は
ありません。

申告の必要は
ありません。

「申告相談会場（原村役
場）で受付できない申告
（※1）」をしますか。
※1　青色申告の方、土地や

株式等を売却（譲渡）
した方、初めて所得税
の住宅借入金等特別控
除（住宅ローン控除）
の申告をされる方等

令和4年中の収入は公
的年金だけですか。
（個人年金は公的年金には
含みません。）

同居の親族が、年末調整や確
定申告、村・県民税申告であ
なたを扶養親族として申告し
ますか。（健康保険の扶養とは別
です。）

主な給与以外の副業
の給与、公的年金、
個人年金、太陽光の
売電、配当等の所得
（給与の場合は収入）が
20 万円を超えてい
ますか。

給与の「源泉徴収票」に記載さ
れている内容以外の各種控除
（社会保険料、扶養、ひとり親、寡婦、
障がい、医療費、生命保険料等）を
申告しますか。

公的年金の「源泉徴収
票」に記載されている
内容以外の各種控除
（社会保険料、扶養、ひと
り親、寡婦、障がい、医療費、
生命保険料等）を申告し
ますか。

年末調整は済んでい
ますか。

所得税の還付申告を
しますか。

税務署で確定申告
が必要です。

勤務先から原村へ「給与支
払報告書」が提出されてい
ますか。（勤務先の担当者に確
認してください。）

申告相談会場等で村・県民税の申告が必要です。

年間の公的年金の収入は 400万円以下ですか。

申　告　期　間

令和5年 2／16㈭～ 3／15㈬
※�申告書及び各種資料は、2月から役場1階住民財務課の窓口に設置しますので、�
ご利用ください。
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申告相談に必要なもの
本人
確認書類

□�マイナンバーカード　または　通知カード及び身分証明書（運転免許証等）
　�※通知カードは氏名・住所等に変更がない場合のみ有効です。
　　�本人確認書類をお持ちでない方は、後日、本人確認書類の提出を求められる場合があります。
□�扶養親族のマイナンバーがわかる書類

その他

□�前年の申告書や収支内訳書の控え（前年に確定申告等を行った方）
□�申告者本人の口座番号がわかるもの
□�届出印（口座振替の届出をする方）
□�税務署からの「確定申告のおしらせはがき」（お持ちの方）

収入に
関する書類

給与・公的年金所得者 □�源泉徴収票または支払者の証明書

営業・農業・不動産等所得者 □�収支内訳書（作成済みのもの）

一時所得者 □�生命保険契約等の一時金の支払証明書
□�損害保険契約の満期返戻金等の支払証明書

雑所得者 □�個人年金、シルバー人材センターの配分金等の支払証明書
□�太陽光売電収入の収支内訳書（作成済みのもの）

控除に
関する書類

社会・生命・地震保険料控除 □�各種保険料等の支払証明書
　�※国民年金保険料については「国民年金保険料控除証明書」

医療費控除 □�医療費控除の明細書（作成済みのもの）

寄附金控除 □�寄附した団体から交付された寄附金受領証明書等

障害者控除 □�障害者手帳・療育手帳、障害者控除対象者認定書等

配偶者（特別）控除 □�配偶者の収入がわかるもの

次
の
方
は
申
告
相
談
会
で
は
受
付
で
き
ま
せ
ん

の
で
、諏
訪
税
務
署
で
の
確
定

申
告
が
必
要
で
す

●
青
色
申
告
の
方

●
土
地
・
建
物
・
株
式
等
を
売
却（
譲
渡
）し
た

方
●
初
め
て
所
得
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
）の
申
告
を
さ
れ
る

方
■
次
に
該
当
す
る
方
は
計
算
等
相
談
内
容
が
複

雑
で
す
の
で
、こ
の
相
談
会
で
は
受
付
で
き

ま
せ
ん
。

◦
土
地
や
建
物
、株
式
、ゴ
ル
フ
会
員
権
等
の

資
産
を
売
却（
譲
渡
）や
交
換
し
た
方

◦
新
た
に
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る

方
◦
事
業
所
得
、農
業
所
得
、不
動
産
所
得
、雑
所

得
を
有
す
る
方
で
前
年
分
の
所
得
金
額
が

3
0
0
万
円
を
超
え
る
方

◦
消
費
税
の
申
告
を
す
る
方
で
前
々
年
分
の
課

税
売
上
金
額
が
3
、0
0
0
万
円
を
超
え
る

方
◦
贈
与
税
の
申
告
、亡
く
な
ら
れ
た
方
の
準
確

定
申
告
を
す
る
方

◦
災
害
に
よ
る
雑
損
控
除
を
受
け
る
方

◦
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
や
電
子
帳
簿
保
存
制
度
の

相
談
を
さ
れ
る
方
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申告相談会をご活用ください
個別相談を希望する方は、下記日程で開催します、相談会へお越しください。

場　　所：役場3階講堂（全日程とも）
受付時間：午前９時～午後３時（全日程とも）

申告相談会のお願い
●正午～午後1時は休憩させていただきます。

●�相談者の人数によっては、長時間お待ちいただく場合や受付を早めに締め切る
場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。

●収支内訳書や医療費の明細書は、必ず事前に作成してお越しください。

●申告相談会の期間中は、住民財務課窓口での相談はご遠慮ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申告相談
会場において感染対策を実施します。ご来場される
方は、感染対策にご協力ください。また、体調の悪い
方は来場をお控えください。
※�公民館会場での開催はありませんのでお間違いの
ないようお出かけください。

～原村の公共交通がAI乗合オンデマンド交通「のらざあ」から
予約できます～
令和５年３月31日（金）まで実証運行中ですので、申告相談会場（役場）にお越し
の際は、移動手段として、ご活用ください。
詳しくは、本紙2～ 3ページをご覧ください。

実施日

2月16日(木)

2月17日(金)

2月20日(月)

2月22日(水)

2月28日(火)

3月　2日(木)

3月　3日(金)

3月　7日(火)

3月　8日(水)

3月　9日(木)

3月13日(月)

3月14日(火)

■
開
催
日
／
2
月
16
日（
木
）、17
日（
金
）

■
時

　間
／
午
前
9
時
～
午
後
3
時

■
場

　所
／
役
場
3
階
講
堂

■
お
持
ち
い
た
だ
く
書
類
／

◦
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し（
両
面
）ま
た
は

通
知
カ
ー
ド
等
の
写
し
及
び
身
元
確
認
書
類

◦
前
年
度
申
告
書
の
控
え（
代
理
送
信
し
た
方

は
、送
信
時
の
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
）

◦
口
座
名
義
・
口
座
番
号
等
の
資
料

◦
予
定
納
税
額
・
口
座
振
替
の
有
無
の
わ
か
る

も
の

◦
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ
は
が
き

※�

本
人
確
認
書
類
の
添
付
が
な
い
申
告
書
は
、後

日
、税
務
署
か
ら
本
人
確
認
書
類
の
提
出
を
求

め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

税
理
士
会
主
催
の

確
定
申
告
相
談
を

同
時
開
催
し
ま
す

広 報 は ら  2023.2 6



太陽光発電による電力の売却収入は、村県民税等の申告が必要です。
　自宅等に太陽光発電設備を設置し、太陽光発電による固定価格買取制度に基づいてそ
の余剰電力、または電力の全量を電力会社に売却している場合、その収入は所得税及び
復興特別所得税の確定申告または村県民税の申告をしていただく必要があります。

■所得によって申告方法が異なります
　◎売電収入の所得金額が20万円を超える方　→　確定申告
　◎売電収入の所得金額が20万円以下の方　　→　村・県民税の申告

　　※�売電の所得金額が20万円以下であっても、還付申告等により確定申告が必要な要件に該当する方は、確定（修
正）申告に売電分を含めて税務署で申告していただく必要がありますのでご留意ください。

　　※�固定価格買取制度の終了等で売電収入が減少し、減価償却費等を差し引くとマイナスとなる場合は、お手数で
すが、税務係へご一報ください。

■売電収入の所得金額の計算方法を確認しましょう
　売電所得（雑所得）　＝　売電収入　－　（減価償却費　＋　その他必要経費）
　
　例　○売電収入����　　20万円　　　　○年間売電量���　4,000kw
　　　○設置費用����　180万円　　　　○年間総発電量��　5,000kw
　　　○補助金額����　　30万円　　　　○設置日�����　令和４年5月（8／ 12）

　　・減価償却費� 　【（設置費用－補助金）� ×�減価償却率�×�償却期間�×事業専用割合】
� ＝（180万円－30万円）�×�　0.059� ×�　8/12� ×（4,000kwh/5,000kwh）
� ＝　47,200円
　　・売電所得（雑所得）� ＝　200,000円　－　47,200円　＝　152,800円

■実際に計算してみましょう
　売電収入額について　売電収入等をおしらせ、メーター等により確認してください。

区分 売電収入 売電量 総発電量 区分 売電収入 売電量 総発電量
1月 kwh kwh 7月 kwh kwh
2月 kwh kwh 8月 kwh kwh
3月 kwh kwh 9月 kwh kwh
4月 kwh kwh 10月 kwh kwh
5月 kwh kwh 11月 kwh kwh
6月 kwh kwh 12月 kwh kwh

合計 Ⓐ a b

　
　経費について　減価償却費の計算をします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（�　　　　　 －　　　　　  �）× 0.059 ×　　　　　 ×　　　　　 ÷　　　　　 ＝　　　　　　　

　あなたの売電所得は
　Ⓐ売電収入 　　　　　 　－　Ⓑ減価償却費 　　　　　 　＝　売電所得 　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

令和4年1月から12月までの売電収入の申告は、3月15日（水）までにしましょう。
申告に必要な書類は、税務係の窓口に設置してありますので、ご利用ください。

設置費用 補助金 減価償却率 償却期間 a．年間売電量 b．年間総発電量 Ⓑ減価償却費量
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■
障
害
者
控
除
の
認
定
書
の
発
行

65
歳
以
上
で
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
て
お
り
、一
定
の
要
件
を
満
た

す
方
に
、所
得
税
や
住
民
税
な
ど
の
障
害
者
控
除
の
た
め
の「
障
害
者
控
除
対

象
者
認
定
書
」を
発
行
し
ま
す
。介
護
保
険
の
認
定
の
基
準
と
税
の
障
害
者
控

除
の
基
準
が
異
な
る
た
め
、介
護
認
定
を
受
け
た
だ
け
で
は
、税
の
障
害
者
控

除
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

税
の
障
害
者
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、保
健
福
祉
課
福
祉
係
へ
申
請
を
し

て「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」の
交
付
を
受
け
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。詳
し
く
は
、保
健
福
祉
課
福
祉
係（
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）☎
79
―

7
7
0
3
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
ふ
る
さ
と
納
税

ふ
る
さ
と
納
税
を
行
い
、所
得
税
・
住
民
税
か
ら
控
除
を
受
け
る
に
は
、原
則

と
し
て
確
定
申
告
が
必
要
で
す
が
、確
定
申
告
を
行
う
必
要
の
な
い
給
与
所
得

者
等
は
ふ
る
さ
と
納
税
を
あ
ら
か
じ
め
申
告
す
る
こ
と
で
申
告
が
不
要
に
な
る

「
ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度
」が
あ
り
ま
す
。た
だ
し
、適
用
を

受
け
ら
れ
る
の
は
ふ
る
さ
と
納
税
を
行
う
自
治
体
の
数
が
5
団
体
以
内
に
限
ら

れ
ま
す
。（
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
は
、確
定
申
告
や
住
民
税
申
告
を
さ
れ
る
と
特

例
が
無
効
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。）

■
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
伴
う

個
人
事
業
者
向
け
給
付
金
等
を
受
け
取
っ
た
場
合

令
和
4
年
1
月
か
ら
12
月
の
間
に
、村
か
ら
の
事
業
継
続
特
別
給
付
金
や
原

油
価
格
高
騰
に
対
す
る
緊
急
対
策
施
設
栽
培
経
営
支
援
補
助
金
、農
業
者
緊
急

支
援
給
付
金
等
を
受
給
し
た
場
合
、事
業（
営

業
・
農
業
）の
雑
収
入
に
計
上
し
て
い
た
だ
く

必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、忘
れ
ず
に
計
上
し
て

く
だ
さ
い
。

申
告
の
注
意
点

諏訪税務署から確定申告のお知らせ
♦自宅からスマホで確定申告
　確定申告には、ご自宅からスマホ・パソコンでご利用いただけるe-Tax・スマホ申告が便利です。国
税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を用いて、確定申告会場に出向かなくてもe－Taxで
申告書を提出できます。
　今年の確定申告では、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点からも、ぜひご自宅からe-Tax・
スマホ申告をご利用ください。

♦所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を次のとおり開設します。

開設期間　2月1日（水）から3月15日（水）まで（土・日・祝日を除きます。）
相談受付　午前8時30分から午後4時まで
相談開始　午前9時から
会　　場　諏訪税務署1階

　確定申告会場の入場には、当日配付又は国税庁LINE公式アカウントから事前に取得した入場整理券
が必要です。
※�スマホをお持ちの方は、確定申告会場において、基本的にスマホを利用して申告書を作成していただきます。
※�確定申告会場に来場される際は、マスクを着用していただき、できる限り少人数でお越しください。
※�入場の際に検温を実施しています。咳・発熱等の症状のある方は入場をご遠慮いただく場合があります。
※�午後4時前であっても、相談受付を終了する場合があります。

♦問合せ　諏訪税務署　〒392-8610　諏訪市清水2-5-22　☎52-1390（自動音声案内）
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ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは

ジェネリック医薬品を
利用してみませんか

保健福祉課 医療給付係　☎79-7926（直通）問

国保だより

医薬品

一般用医薬品
薬局薬店で販売される薬

医療用医薬品
医師から処方される薬

新　　薬
（先発医薬品）

ジェネリック医薬品
（後発医薬品）

ジェネリック医薬品の選択により医療費を節約できます
・新薬を開発するには長い時間と膨大な費用がかかりますが、ジェネリック医薬品は開発費が大幅に抑えられる
分、安い価格にすることができます。
・ジェネリック医薬品によっては新薬とまったく同じではなく、飲みやすさや副作用を抑える工夫などの改良が
さらに進んでいる場合もあります。
・ジェネリック医薬品を利用することは、増え続ける医療費の節約になり、みなさんの保険税（料）の負担軽減に
もつながります。
※�薬代の差額が少ない場合などの理由で窓口での自己負担額があまり変わらない場合もあります。

ジェネリック医薬品を希望するには

・医師や薬剤師に言い出しにくい方は、受付で「ジェネリック医薬品希望シール」を貼った被保険者証・お薬手帳を
提示すれば、意思表示することができます。
・ジェネリック医薬品希望シールは、国保加入者の方は被保険者証の年更新時に同封してあります。
また、原村役場医療給付係窓口や原村保健センターそよかぜ等でも配布していますのでご利用ください。
※�すべての薬にジェネリック医薬品があるとは限りません。

①医療機関で処方箋を受け取る。 ②薬局受付で、
　ジェネリック医薬品
　に変更したい旨を
　伝える。

③薬剤師からジェネリック
　医薬品の特徴や変更した際
　の注意点などの説明を受け、
　薬を選ぶ。

「後発医薬品へ
の変更不可」と
いう医師の署名
がなければ、
ジェネリック医
薬品に変更でき
ます。

・新薬（先発医薬品）の特許が切れた後に厚生労働省の認
可のもと、新薬と同一の有効成分を同一量含み、同一の
効能・効果を持つ医薬品として製造・販売された総称を
「ジェネリック医薬品（後発医薬品）」といいます。
※�新薬が効能追加を行っている場合など、異なる場合があります。
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新型コロナウイルス感染症の影響による
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免について

　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少する見込みの世帯について、申請に
より令和4年度分の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。

減免対象となる世帯
1　り患世帯　　新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
� ➡�対象保険税（料）を全額免除
2　減収世帯　　新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯
� ➡�対象保険税（料）の一部又は全部を減免

(1)�減収世帯の減免要件

次の要件すべてを満たすこと

主たる生計維持者について
①�　令和4年の収入（事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれか）が令和3年に比べて10分の3以上
減少すること（※1）（※2）
②�　令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
③�　収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

（※1）令和3年中の収入と令和4年中の収入を比較し、減少割合を計算します。
（※2）�国や都道府県、市町村から支給される各種給付金（持続化給付金など）については、減少割合の計算に含みません。

(2)�減収世帯の減免額の計算方法

減免対象保険税（料）額（A×B / C）×減免割合（d）＝世帯の減免額
減免対象保険税（料）額 主たる生計維持者の令和3年の合計所得に応じた減免

A 世帯の被保険者全員にかかる保険税（料）額
令和3年の合計所得 減免割合

d

300万円以下 10分の10（※4）

B 主たる生計維持者の減少することが見込まれる収
入等に係る令和3年の所得額（※3）

400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6

C 主たる生計維持者及び被保険者全員の令和3年の
合計所得金額

750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

（※3）�Bが0円またはマイナスの場合は、減免の対象外です
（減免金額が0円になるため）。

（※4）�主たる生計維持者が事業の廃止や失業をした場合には、
令和３年の合計所得にかかわらず、ｄは10分の10。

減免対象となる保険税（料）と申請期限
減免対象 申請期限

令和4年度分の保険税（料）であって、納期限が令和4年4月1日から令和5
年3月31日までのもの 令和5年3月31日（金）

※　詳しくは、村ホームページをご覧いただくか、担当窓口へお尋ねください。
　○国民健康保険税について�������������������� 住民財務課税務係　　　☎79-7923
　○後期高齢者医療保険料について����������������� 保健福祉課医療給付係　☎79-7925


